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 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

（国民健康保険税の税率及び課税限度額の改定について） 
 
 

１．概要 

国民健康保険財政の健全化を図るため、赤字削減・解消計画に基づき国民健康

保険税の税率の改定を行うとともに、地方税法施行令の改正に伴い国民健康保険

税の課税限度額の改定を行います。 

 

２．改定の内容 

 (1) 税率の改定（令和７年度課税分から） 

〇基礎課税額（医療分） 

区 分 改定案 現 行 比較増減 

所 得 割 7.90％ 6.80％ 1.10％ 

均 等 割 42,200円 32,500円 9,700円 

〇後期高齢者支援金等課税額 

区 分 改定案 現 行 比較増減 

所 得 割 2.90％ 2.70％ 0.20％ 

均 等 割 15,600円 13,000円 2,600円 

〇介護納付金課税額 

区 分 改定案 現 行 比較増減 

所 得 割 2.50％ 2.10％ 0.40％ 

均 等 割 17,900円 16,000円 1,900円 

全体 

区 分 改定案 現 行 比較増減 

所 得 割 13.30％ 11.60％ 1.70％ 

均 等 割 75,700円 61,500円 14,200円 

 

(2) 課税限度額の改定（令和７年度課税分から） 

 改定案 現 行 引上げ額 

基礎課税額（医療分） 6 5 0 , 0 0 0円 6 5 0 , 0 0 0円 ― 

後期高齢者支援金等課税額 2 4 0 , 0 0 0円 2 2 0 , 0 0 0円 2 0 , 0 0 0円 

介護納付金課税額 1 7 0 , 0 0 0円 1 7 0 , 0 0 0円 ― 

合  計 1 , 0 6 0 , 0 00円 1 , 0 4 0 , 0 00円 2 0 , 0 0 0円 
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３．影響 

(1) 税率の改定による影響（低所得者軽減適用後） 

県が示す市町村標準保険税率（令和９年度推計値）により算定した税額と市の

現行税率により算定した税額との差額が約３億３千万円ありますが、今回の税率

改定で約１億８千万円縮減され、当該差額は約１億５千万円になります。 

 

税率改定後の増税額（年額） 

モデルケース 改定案 現 行 比較増減 

１人世帯【７割軽減】 

年金収入    110万円（所得    0円） 
17,200円 13,600円 3,600円 

２人世帯【５割軽減】 

夫の年金収入200万円（所得 90万円） 

妻の年金収入 60万円（所得    0円） 

108,500円 90,000円 18,500円 

３人世帯【軽減なし】 

夫の給与収入400万円（所得276万円） 

妻と15歳の子（収入なし） 

518,900円 438,700円 80,200円 

 

 (2) 課税限度額の改定による影響 

〇後期高齢者支援金等課税額 

影響世帯数          約140世帯 

影響見込額（増収額）     約260万円 

影響世帯の所得額（40歳以上夫婦と子１人） 約640万円以上 

 

４．国民健康保険赤字削減・解消計画の変更 

日高市国民健康保険赤字削減・解消計画について、税率改定に伴い、現行の計

画書を見直し、県に変更計画書を提出します。 
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日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表（参考資料） 

 

改  正  案 現     行 

（課税額） 

第２条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額及び被保険者均等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

24万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、24万円とする。 

４ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

25年法律第226号。以下「法」という。）第

314条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に100分の7.9を乗じて算定

する。 

２ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について４万2,200円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除

後の総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定

する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について１万5,600円とする。 

 

（課税額） 

第２条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額及び被保険者均等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

22万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、22万円とする。 

４ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

25年法律第226号。以下「法」という。）第

314条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に100分の6.8を乗じて算定

する。 

２ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について３万2,500円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除

後の総所得金額等に100分の2.7を乗じて算定

する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について１万3,000円とする。 
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（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付

金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金

額等に100分の2.5を乗じて算定する。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額） 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、

介護納付金課税被保険者１人について１万

7,900円とする。 

 

（国民健康保険税の減額） 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康

保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からアに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が65万円を超える場合には、

65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が24万円を超える場

合には、24万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）の合算額とする。 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（

納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得を有する者（前年中に法第

703条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条

第１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が55万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢65歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が60万円を超える者に

限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公

 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付

金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金

額等に100分の2.1を乗じて算定する。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額） 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、

介護納付金課税被保険者１人について１万

6,000円とする。 

 

（国民健康保険税の減額） 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康

保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からアに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が65万円を超える場合には、

65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が22万円を超える場

合には、22万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）の合算額とする。 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（

納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得を有する者（前年中に法第

703条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条

第１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が55万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢65歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が60万円を超える者に

限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公
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的年金等の収入金額が110万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（以下この条において

「給与所得者等の数」という。）が２以上

の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

 １人について ２万9,540円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について １万920円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について １万2,530円 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（

納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき29万円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２万1,100円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 7,800円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について 8,950円 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（

的年金等の収入金額が110万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（以下この条において

「給与所得者等の数」という。）が２以上

の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

 １人について ２万2,750円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 9,100円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について １万1,200円 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（

納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき29万円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について １万6,250円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 6,500円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について 8,000円 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（
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納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき53万5,000円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 8,440円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 3,120円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について 3,580円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に６歳に達する日以後の最初の３月31日以

前である被保険者（以下「未就学児」という

。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する被保険者均等割額（当該納税義務

者の世帯に属する未就学児につき算定した被

保険者均等割額（前項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額し

た世帯 6,330円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額し

た世帯 １万550円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額し

た世帯 １万6,880円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

２万1,100円 

納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき53万5,000円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 6,500円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 2,600円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について 3,200円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に６歳に達する日以後の最初の３月31日以

前である被保険者（以下「未就学児」という

。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する被保険者均等割額（当該納税義務

者の世帯に属する未就学児につき算定した被

保険者均等割額（前項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額し

た世帯 4,875円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額し

た世帯 8,125円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額し

た世帯 １万3,000円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

１万6,250円 
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(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額し

た世帯 2,340円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額し

た世帯 3,900円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額し

た世帯 6,240円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

7,800円 

３ 略 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額し

た世帯 1,950円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額し

た世帯 3,250円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額し

た世帯 5,200円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

6,500円 

３ 略 

 

 


